
 
 

 
 

指定（介護予防）認知症対応型共同生活介護 

グループホームとんぼ重要事項説明書 

＜令和 7 年 10 月 1 日現在＞ 

 
1．事業者（法人）の概要  

名称・法人種別  医療法人社団三思医光会 

代 表 者 名  理事長 駒井 太一 

 
所在地・連絡先               

（住所） 群馬県みどり市笠懸町阿左美１１５５                               

（電話） ０２７７－７６－６３１１ 
（ＦＡＸ）０２７７－７６－６７６３ 

 
2．ホームの概要  

ホームの名称  グループホーム とんぼ 

 
所在地・連絡先 

（住所） 高崎市上豊岡町９１３－３ 
（電話） ０２７－３４４－６１００ 
（ＦＡＸ）０２７－３４４－６１００（電話番号と同じ） 

事業所番号  １０７０２００６８６ 

管理者の氏名 為谷 正人 

 
3．共同生活介護の目的及び運営方針 

  （１）目的 
    グループホームとんぼが行う事業は、共同生活住居において認知症によって自立

した生活が困難になった入居者に対して、家庭的な環境の下で、食事、入浴、排

泄等の日常生活の世話及び心身の機能訓練を行うことにより入居者がその有する

能力に応じ可能な限り自立して営む事ができるよう支援する事を目的とする。 
  （２）運営方針 
     ①家庭的な環境のもとで入居者の尊厳を尊重しながら、入居者の有する能力に

応じ自立した日常生活を営む事ができるよう認知症共同生活介護計画書に基

づいて日常生活上の支援を行う。 
     ②サービス提供にあたっては、懇切丁寧を旨とし、入居者または代理人に対し

て生活上必要な事項について、理解しやすいよう指導または説明を行うとと

もに入居者の同意を得て実施する。 
     ③入居者の意思及び人格を尊重し自傷他害のおそれがある等、緊急やむを得な

い場合以外原則として入居者に対し身体拘束を行わない。 
     ④ホーム自らその提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図る。 



 
4．設備の概要 

（１）敷地及び建物面積等 

敷 地 ９６５．５４㎡ 

建 物 

 構   造 木造平屋造 

 延べ床面積 ３４５．１１０㎡ 

利用定員 ９名 

（２）居室 

居室の種類 室 数 面 積 備 考 

一人部屋 ９ １４．２８５㎡  

 （３）主な設備 

設 備 室 数 面積（一人あたりの面積） 備 考 

居間兼食堂 １ １０６．３８㎡（１１．８２㎡）  

台  所 １ １５．９４㎡  

浴室・脱衣室 １ １７．０７㎡  

 
5．職員の体制 
職員配置については、指定基準を遵守しています。 

 
 
 
 

 
 

 
 

6．勤務体制 

勤務体制 勤務時間 最低基準配置人員 

昼間の体制 早番  ７：３０～１６：３０ 
日勤  ９：００～１８：００ 
遅番 １０：００～１９：００ 

 
2 人以上  

夜間の体制 夜勤 １６：００～翌１０：００ １人以上 

7．入居対象者 
① 要支援２、要介護１～５の被認定者であり、主治の医師が認知症の状態であると診

断した者であること 
② 少人数による共同生活を営むことに支障がないこと 
③ 自傷他害のおそれがないこと 
④ 常時医療機関において治療を必要とするような病状がないこと 
⑤ 重要事項説明書に記載するホームの運営方針に賛同した上で、（介護予防）認知症

対応型共同生活介護契約条項を承認できること 

職員の職種 最低基準人数 職務の内容 

 管理者（ホーム長） １人以上 職員の管理、業務の実施状況の把握

その他の管理を行う。 

計画作成担当者 １人以上 認知症対応型生活介護計画の作成

を行う。 

介 護 職 員 ５人以上 認知症介護計画に基づいて介護を

行う。 



8．申込手続き 
   下記のものをご用意の上、直接ホームへお申し込み下さい。 

① 介護保険被保険者証 
② 介護保険負担割合証 
③ 健康保険被保険者証または後期高齢者医療被保険者証 
④ 身体障害者手帳（交付を受けている方のみ） 
⑤ 印鑑（入居者または代理人） 
⑥ 主治の医師が作成した認知症の症状を有することが確認できる診断書または情報

提供書 

 
9．退居手続き 
（１）入居者からの退居の申し出 

     退居を希望する日の３０日前までに申し出て下さい。 
       ただし以下の場合には即時に契約を解約し、ホームを退居する事ができます。 

①保険給付対象外サービスの利用料金の変更に同意できない場合 
②ホームもしくは職員が正当な理由なく契約に定めるサービスを実施しない場合 
③ホームもしくは職員が守秘義務に違反した場合 
④ホームもしくはサービス従事者が故意または過失により入居者の身体・財物・

信用等を傷つけ、または著しい不信行為、その他サービスを継続しがたい重大

な事情が認められる場合 
⑤他の入居者が入居者の身体・財物・信用等を傷つけ場合もしくは傷つける恐れ

がある場合において、ホームが適切な対応をとらない場合 
（２）ホームからの申出により退居していただく場合 
   以下の場合には、ホームからの申し出で退居していただく事があります。 

①入居者が、契約締結時に心身の状況及び病歴等の重要事項について故意にこれ

を告げず、または不実の告知を行い、その結果契約を継続しがたい重大な事情

を生じさせた場合 
②サービス利用料金の支払いが２月以上遅延し、相当期間を定めた催告にもかか

わらずこれを支払わない場合 
③入居者が故意または重大な過失によりホームまたはサービス従事者もしくは他

の入居者等の生命、身体、財物、信用等を傷つけ、または著しい不信行為を行

う等によって本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合 
④入居者が病院に入院し１月以上経過した場合、または明らかに１月以内に退院

できる見込みがない場合 
⑤入居者が介護老人福祉施設や介護老人保険施設に入所した場合、もしくは介護

療養型医療施設に入院した場合 
  （３）自動終了 

以下の場合には、双方の通知がなくても自動的にサービスを終了いたします。 
①介護認定により、自立または要支援１と判定された場合 
②ホームが解散、破産した場合またはやむを得ない事由によりホームを閉鎖した

場合 



   ③ホームの滅失や重大な毀損により、入居者に対するサービスの提供が不可能にな

った場合 
④ホームが介護保険の指定を取り消された場合、または指定を辞退した場合 
⑤入居者が死亡した場合 

 
10．円滑な退居のための援助 

    入居者様が当ホームを退居する場合には、入居者の心身の状況、置かれている環

境等を勘案し、必要な援助を速やかに行います。 
①適切な病院もしくは療養所の紹介 
②介護老人福祉施設または介護老人保健施設もしくは介護療養型医療施設の紹介 
③各居宅支援事業所の紹介 
④その他保健医療サービスまたは福祉サービスの紹介 

 
11．サービスの内容 

   （１）介護保険給付対象サービス 

項  目 サービス内容 

認知症対応型共

同生活介護計画

の作成および事

後評価 

・計画作成担当者が、入居者の直面している課題等を評価し入

居者の希望を踏まえて、職員と協議の上、認知症対応型共同

生活介護計画を作成します。 
・介護計画書は入居者、代理人の希望を十分取り入れ計画の内

容については同意を得てから交付いたします。 
・サービス提供の目標達成状況等を評価し、サービス提供に生

かします。 

食事 ＜食事時間＞  朝食  ８：００ 
        昼食 １２：００ 

夕食 １８：００ 
・入居者の身体の状況及び嗜好を考慮した食事を提供します。 
・入居者と職員が出来る限り一緒に食事の準備、後かたづけを

行い、役割や充実感を持てるよう支援します。 

入浴 ・入居者の希望に応じて入浴または清拭を行います。 

排泄 ・それぞれの状況に応じて適切な排泄介助を行います。排泄の

自立についても適切な援助を行います。 

機能訓練 ・入居者が日常生活を送る上で必要な機能の低下防止のための

訓練、ならびに心身の活性化を図るための各種サービスを提

供します。 

健康管理 ・「訪問看護ステーションこすもす」との契約により医療連携

体制をとっています。 
・入居者に対する日常的な健康管理を行います。 
・入居者の通常時及び状態悪化時における医療機関との連絡、

調整を図ります。 



生活相談 ・ 入居者及び代理人からの相談について、誠意を持って応じ、

可能な限り必要な援助を行うよう努めます。 

行政手続き代行 ・ 行政機関への手続きを代行して行う必要がある場合は、入

居者や代理人に代わって行います。 

     
12．利用料金表 
（１）介護保険給付対象サービス 

  ※単価は６級地のため１単位あたり１０．２７円です 
※金額については、実際の精算時には端数処理により若干の違いが生じることがあ 
ります 

※自己負担額は１割、２割、３割があります。    ※令和 6 年 ４ 月 １日から 

区 分 
１日あたりの単位 

（1 単位：10.27 円） 

月 額 利 用 料                

（30 日とした場合） 

1 割負担の場合 2 割負担の場合 3 割負担の場合 

要支援 ２  ７６１単位／日 23,447 円／月 46,893 円／月 70,340 円／月 

要介護 １ ７６５単位／日 23,570 円／月 47,140 円／月 70,709 円／月 

要介護 ２ ８０１単位／日 24,679 円／月 49,358 円／月 74,037 円／月 

要介護 ３ ８２４単位／日 25,388 円／月 50,775 円／月 76,163 円／月 

要介護 ４ ８４１単位／日 25,912 円／月 51,823 円／月 77,734 円／月 

要介護 ５ ８５９単位／日 26,466 円／月 52,932 円／月 79,398 円／月 

下記■表示の加算を当ホームでは算定しております。 

加
算 

■①初期加算       ３０単位/日 
  入居した日から３０日以内の期間について加算 

■②医療連携体制加算Ⅰ（ハ）  ３７単位/日 
 事業所の職員又は病院、もしくは訪問看護ステーションとの連携により看護師を１名以上確保

している。 

 

 

□③サービス提供体制強化加算(Ⅰ) ２２単位/日 
   介護福祉士が７０％以上配属されている。または勤続１０年以上の介護福祉士が２５％

以上配置されている。 

□ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) １８単位/日 

  介護福祉士が６０％以上配属されている 

■ サービス提供体制強化加算(Ⅲ)  ６単位/日 
   以下のいずれかに該当すること。                        

１介護福祉士が５０%以上配置されている。 

２常勤職員が７５％配置されている 

３勤続７年以上の職員が３０％以上配置されている。 



 
 

 

■④口腔衛生管理体制加算   ３０単位/月 
口腔ケアに係る技術的助言や指導を受け、口腔ケア・マネジメント計画を作成する。 

 

加 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

算 

■⑤口腔・栄養スクリーニング加算  ２０単位/１回（６月に１回を限度） 
介護サービス事業所の従事者が利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の口腔の健康状態

及び栄養状態について確認を行い、担当する介護支援専門員に提供している 

■⑥栄養管理体制加算     30 単位/月 
  管理栄養士が、従業者に対して栄養ケアに係る技術的助言及び指導を行う。 

■⑦看取り介護加算  
  医療連携体制加算の算定かつ、人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関 

するガイドライン等の内容に沿った取り組みを行う. 

死亡日以前３１日以上～４５日以下 ７２単位/日 

死亡日以前４日以上～３０日以下   １４４単位/日 

死亡日前日及び前々日   ６８０単位/日 

死亡日         １,２８０単位/日 

⑧介護職員等処遇改善加算 
介護職員等処遇改善加算の算定単位は加減算後の総報酬単位数にサービス種別 

ごとに設定された加算率を掛け合わせる。 

□Ⅰ 18.6% 

■Ⅱ 17.8% 

□Ⅲ 15.5% 

□Ⅳ 12.5% 

■⑨協力医療機関連携加算 協力医療機関が①②を満たす場合 １００単位／月 
             それ以外の場合          ４０単位／月 
  1 入居者の病状が急変した場合等に、医師又は看護職員が相談対応を行う 

    体制を常時確保していること。 

  2 高齢者施設等からの診療の求めがあった場合に、診療を行う体制を常時 

    確保していること。 

協力医療機関との間で、入居者の同意を得て、当該入居者の病歴等の情報を共有する会議を

定期的に開催していること。 

■⑩退去時情報提供加算 ２５０単位／回 
医療機関へ退所する入居者について、退所後の医療機関に対して入居者を紹介 

する際、入居者の同意を得て、当該入居者等の心身の状況、生活歴等を示す情報 

を提供した場合に算定。 

 
 
 
 
 
 



（２）介護保険給付対象外サービス 

サービス種別 内容等 利用料 
月額利用料 

（３０日とした場合） 

食材料費 食材料の購入費 

朝食 ３４０円/日 
昼食 ５５０円/日 
夕食  ５００円/日 
合計 1,３９０円/日 
（おやつ代を含む） 

４１,７００円/月 
＊外食費等は別途実費 

室 料 個室料（約８畳） １,７７０円/日  ５３,１００円/月 

光熱水費 
電気代、水道代、 

ガス代等 
５９０円/日 １７,７００円/月 

パット代（小） 
  〃 （中）  
  〃 （大） 
紙パンツ代 

テープ止め紙オムツ代 

１枚   ４０円 
１枚   ６０円 
１枚   ８０円 
１枚  １１０円 
１枚  １１０円 

理美容代 １，０００円/回 

※ 病気等で入院した場合には、居室を確保しておくため室料のみ日割りで頂戴い 
たします。 

 
 

13．利用料等の請求書の発送ならびにお支払方法 

請求書の送付 ・１か月毎に前項「１２．利用料金表」の金額を基に計算

します。 
・当月分の利用請求書は翌月１７日に発送いたします。 
・１か月に満たない期間のサービスに関する利用料金は、

利用日数に基づいて計算した金額となります。 

支払い方法 お支払い方法は、口座振替と現金窓口支払いの２つの方

法があります。契約時にお選び下さい。 
・口座振替の場合は、翌々月の４日（４日が休業の場合

は翌営業日）の引き落としとなります。再引き落とし

は、ありません。 
・現金窓口支払いの場合は、事務所窓口にて月末までに

お支払い下さい。 
［受付時間］ 
月曜日～金曜日   9：00～17：00 

領収書の交付 利用料金の支払いを受けたときは、入居者または代理人

の指定する者に対して、領収書を所定の方法により交付

します。 

 



14．サービス内容に関する要望または苦情等相談窓口 

要望・苦情等の申出 当ホームが提供するサービスに対しての要望または苦情

については申し出ることができます。 
お申し出方法は直接お電話またはご意見箱への投函等。 
窓口担当者 為谷 正人（管理者）  

浦野敬善（ケアピース事務長） 
受付時間  ９：００～１７：３０ 
受付電話  ０２７－３４４－６１００（とんぼ） 
      ０２７－３４４－２８００（ケアピース） 
ＦＡＸ番号 ０２７－３４４－６１００（とんぼ） 
      ０２７－３４４－２７２７（ケアピース） 
ご意見箱 とんぼ内とケアピース正面玄関に設置 

高崎市の介護保険 
担当課 

電話番号   ０２７－３２１－１１１１ 
対応時間平日 ８：３０～１７：１５ 
ＦＡＸ番号  ０２７－３２６－７３８７ 

群馬県国民健康 
保険団体連合会 
苦情処理相談窓口 

電話番号   ０２７－２９０－１３２３ 
対応時間平日 ９：００～１６：００ 
ＦＡＸ番号 ０２７－２５５－５０７７ 

第三者評価 有 令和 6年 12 月 6 日実施 

特定非営利活動法人群馬社会福祉評価機構 

ホーム玄関に開示あり 

 
               
  15．非常災害時の対策 

非常時の対応 別途定める「グループホームとんぼ消防計画」に則り対

応を行います。 

避難訓練 
及び防災設備 

 
 
 

別途定める「グループホームとんぼ消防計画」に則り年

２回昼間及び夜間を想定した避難訓練を、入居者も参加

して行います。 

設備名称 個数等 設備名称 個数等 

スプリンクラー 有 防火扉シャッター 無 

自動火災報知器  有 屋内消火栓 有 

誘導灯 有 ガス漏れ探知機 有 

カーテン、布団等は防火性のあるものを使用しています。 

消防計画等 高崎中央消防署への届出日：平成３０年７月２３日 

 防火管理者 稲村 雅弘 

 
 
 



16．協力医療機関等 
医療を必要とする場合は、下記協力医療機関において診療を受ける事ができます。

（下記医療機関以外の病院に受診することも自由にできます。） 

医療機関（内科） 病院名 はぎわら内科医院 

所在地 高崎市下豊岡町１３８７－１ 

電話番号 ０２７－３２８－１２２２ 

診療科 内科 

医療機関（歯科） 病院名 ひろかみ歯科医院 

所在地 高崎市我峰町２２０－２ 

電話番号 ０２７－３４３－１７７７ 

診療科 歯科 

訪問看護ステーション ステーション名 訪問看護ステーション こすもす 

所在地 高崎市矢島町４４９－２ 

電話番号 ０２７－３５２－６９７５ 

 
17．夜間緊急時の対応医療機関 

名称 第一病院 

所在地 高崎市下小鳥町１２７７ 

電話 ０２７－３６２－１８１１ 

 
18．事故発生時の対応 
①事故発生時の対応 
事故発生時は、事故予防・対応マニュアルに沿って対応し、速やかに入居者の代

理人ならびに保険者及び関係各機関に連絡し必要な措置を執ります。 
②事故発生時の賠償 
万一の事故発生に備えて、保険会社の賠償責任保険に加入しています。 

   
19．秘密の厳守 

    職員は、業務上知り得た入居者及びその家族等に関する秘密を正当な理由なく第 
三者に漏らしません。また、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持

すべき旨を雇用契約の内容に入れ徹底します。 

 
  20．個人情報の保護 

① 入居者等の個人情報については、個人情報の保護に関する法律その他関連法規及

びホームの諸規則に則り、適正な取り扱いを行います。 
② 法令規則により公的機関あて報告が義務付けられているもの、及び緊急の場合の

医療機関等への入居者の心身等に関する情報提供、その他、入居者が「個人情報

の開示同意書」にてあらかじめ同意しているもの以外に、入居者または代理人の

同意なく第三者に個人情報の提供を行いません。 

  



 21．身体拘束廃止に向けての取り組み 
① サービス提供にあたり、入居者または他の入居者の生命または身体を保護するた

めやむを得ない場合を除き身体拘束を行いません。 
② 緊急やむを得ず身体拘束を実施する場合は、その事由を入居者及び代理人等に、

説明し同意を得ます。 
③ ホームは緊急やむを得ず行う身体拘束について、実施状況の記録を整備しその廃

止に向けて対策を検討する委員会を随時開催するなど、身体拘束廃止の取り組み

をします。 

 
      22. 虐待防止の為の措置に関する事項 
    虐待の発生時またはその再発を防止するため、以下の措置を講じます。 
   ① 虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定

期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知します。 
   ② 虐待の防止のための指針を整備します。 
   ③ 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施します。 
   ④ 上記措置を適切に実施する為の担当者を配置します。 
  ⑤ 虐待又は虐待が疑われる事案が発生した場合には、速やかに事実確認を行

い、虐待であると判断された場合には、直ちにその家族・保険者・市役所

等に通報するものとする。  
 

23．感染症対策 
① 感染症または食中毒の予防及び防止のための指針を整備します。 
② ホームは、感染症対策委員会を定期的に開催し、その結果について職員に周知徹

底をはかります。また職員に対し感染症または食中毒の予防及びまん延防止のた

め研修を定期的に実施します。 
③ 以上のほか、別に厚生労働大臣が定める感染症または食中毒が疑われる際の対処

等に関する手順に沿った対応を行います 

 
 

24．利用にあたっての留意事項 

来訪・面会 面会時間 ９：００～１９：００ 
できるだけ面会時間をお守り下さい。 
その際は、来所者カードにご記入下さい。 
なお、感染症や災害等により制限させていただく場合が

あります。 

外出・外泊 外出・外泊の際には、必ず行き先と帰宅日時を職員に申

し出て下さい。 

居室・設備・器具の利用 施設内の居室や設備、器具は本来の用法に従ってご利用

下さい。 

喫煙・飲酒 制限させていただく場合があります。 

 



迷惑行為等 騒音等、他の入居者の迷惑になる行為はご遠慮願いま

す。またむやみに他の入居者の居室等に立ち入らないよ

うにして下さい。 

所持金品の管理 所持金品は自己の責任で管理して下さい。 

 

備品などの持ち込み 基本的に制限はありませんが、場合によって制限させて

頂くことがあります。 

宗教活動・政治活動 思想・宗教活動に関しては自由ですが、施設内で他の入

居者に対する宗教活動及び政治活動はご遠慮下さい。 

動物飼育 ホ－ム内へのペットの持ち込み及び飼育はご遠慮下さ

い｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

個人情報の利用目的 
 

グループホームとんぼでは、入居者様の個人情報を適切に保護し管理を行います。 
  お預かりしている個人情報について、利用目的を以下のとおり定めます。 

 
□ グループホームの内部での利用 

１． 入居者様に提供する介護サービス 
２． 介護保険事務 
３． 入退居等の管理 
４． 会計、経理 
５． 事故等の報告 
６． ホーム内の研修、担当者会議、実習 
７． その他、入居者様にかかわる管理運営業務 

 
□ グループホーム外への情報提供としての利用 

１． 医療機関、他の介護サービス事業者との連携 
２． 医療機関、他の介護サービス事業者等からの照会への回答 
３． 入居者様の受診、往診等で診療を受ける場合 
４． ご家族様への日常の様子に関する状況説明 
５． ボランティアの受入や地域活動への参加 
６． 審査支払機関へのレセプトの提供 
７． 審査支払い機関または保険者からの照会への回答 
８． 損害賠償保険などにかかる保険会社等への相談または届出等 

 
□ その他の利用 

１． 外部審査機関への情報提供の協力 
２． 機関誌及び作品展示等の写真の開示並びに個人名の開示 
３． 居室用表札の個人名の開示 

  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
   サービス提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。 

 
    

 説明日  令和  年  月  日 

                   
              

 ＜事業者＞      住 所 高崎市上豊岡町 913－3 
                                           名 称  グループホーム とんぼ 
                                           説明者   為谷  正人      印 

 
   
 
 
   私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、 
                   その重要事項説明書を受領し、 

サービスの提供開始に同意しました。 

                         
 
           令和  年  月  日 

                  
                                
              ＜入居者＞    住 所 

                        
氏 名            印 

 
                         

＜代理人＞     住 所 

                                   
氏 名            印 

（続柄：   ） 

 


